
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 令和元年台風第19号により被災した県内中小事業者等に対して、復旧・復興に向け

た相談に対応するとともに、施設・設備の再建や販路開拓等の総合的な支援を迅速に

進めるため、令和元年11月25日に組織改正を行います。 

 

 

「産業復興支援室」の設置 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年(2019 年)11 月 22 日 

総務部人事課 

(課長)玉井 直 (担当)高山 健一 

電  話 026-235-7137（直通） 

026-232-0111（代表） 

内線 2171  

F A X  026-235-7395 

E-mail  jinji@pref.nagano.lg.jp 

令和元年(2019 年)11 月 22 日 

産業労働部産業政策課 

(課長)宮島 克夫 (担当)片桐 栄子 

電  話 026-235-7191（直通） 

026-232-0111（代表） 

内線 2913  

F A X  026-235-7496 

E-mail  sansei@pref.nagano.lg.jp 

【現行】 【令和元年11月25日】

産業労働部

　産業復興支援室

　産業政策課 　産業政策課

 

令和元年11月25日付け組織改正（案）について 

 

 

資料 ４ 


